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　３月19日に『さくらパントリー』が開催
されました。開始前から沢山の方に並んで
いただき、食料を配布することが出来ました。
また、子どもたちにはお菓子の入った袋を配
布し、みんな笑顔で受け取っていました。
　これからもさくらパントリーにご理解、
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

『さくらパントリー』開催

食料募集では沢山のご協力
ありがとうございました。

米　125 ㎏
缶詰、カップ麺などの食料等　346 品

現金　28,043 円

令和５年度予算概要・事業計画……………………………２・３ページ

お知らせ……………………………………………………………４ページ
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令和5年度令和5年度 予 算 概 要

寄付金収入
130千円（0.1％）

会 費 収 入
2,200 千円（1.2％）

その他収入
5,180 千円（2.9％）

サービス区分間繰入金収入
13,612 千円（7.6％）

受託金収入
107,946 千円
（60.3％）

障害福祉
サービス等
事業収入
5,670 千円
（3.2％）

介護保険
事業収入
12,880 千円
（7.2％）

事務費支出
8,864 千円
（5.0％）

助成金支出
5,106 千円（2.9％）

その他支出
2,078 千円（1.1％）

人件費支出
117,020 千円
（65.4％）

事業区分間繰入金収入
11,640 千円（6.5％）

事業費支出
20,666 千円
（11.5％）

事業費支出
20,666 千円
（11.5％）

事業区分間繰入金支出
11,640 千円（6.5％）
サービス区分間繰入金支出
13,612千円（7.6％）

補助金収入
19,728 千円
（11.0％）

補助金収入
19,728 千円
（11.0％）

収入支出

支出合計 178,986千円

支　　出　　内　　訳
人 件 費 支 出 117,020 

事 業 費 支 出 20,666 

事 務 費 支 出 8,864 

助 成 金 支 出 5,106 

事業区分間繰入金支出 11,640 

サービス区分間繰入金支出 13,612 

そ の 他 支 出 2,078
（単位：千円）

収入合計 178,986千円

収　　入　　内　　訳
会 費 収 入 2,200 

寄 付 金 収 入 130 

補 助 金 収 入 19,728 

受 託 金 収 入 107,946 

介 護 保 険 事 業 収 入 12,880 

障害福祉サービス等事業収入 5,670 

事業区分間繰入金収入 11,640 

サービス区分間繰入金収入 13,612 

そ の 他 収 入 5,180
（単位：千円）

　去る３月23日（木）に理事会、３月27日（月）に評議員会を行い、令和５年度予算が
承認されましたので、その概要についてお知らせします。

令和５年５月１日
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法人運営事業
●理事会・評議員会の開催
●鳥羽市社協だより（福祉ウェーブ）による広報活動

（今年度より年４回発行）
●社協会費加入促進　　　　　　７～８月
●共同募金運動への協力　　　　10～12月
●福祉イベント・障がい者の日記念事業の開催
●大規模災害時の災害ボランティアセンターの運営
●地域公益活動「みえ福祉の「わ」創造事業」に参画

します。
●公用車有料広告事業を行い、当会の収益基盤構築と

地元の活性化を目指します。
●介護労働安定センターと連携し、職員のメンタルヘ

ルスなどを行い離職率の低下、働き甲斐のある職場
づくりを目指します。

●ボランティア団体等への助成、福祉推進員活動助成他
地域福祉推進事業
●「第３期鳥羽市地域福祉活動計画」、行政計画である
「第３期鳥羽市地域福祉計画」を運用し、次期計画に
つなぎます。

●地域力強化推進事業を市より受託し、引き続き地域
共生社会の実現に向けた地域福祉推進を図ります。

●児童生徒を対象に、ボランティア活動に対する意識
を高めるため福祉体験教室等を開催します。

●地域福祉活動支援者の養成講座を開催し、民生委員、
福祉協力員、シルバーヘルパー、島内、船内介助員、
ほっとスマイルサービス協力会員など様々な地域の
支援者が交流しながら学びあえる場所作り等を進め
ていきます。

●公的サービスだけでは対応できない困難事例も見受
けられることから、会員相互が気兼ねすることなく
助け合う「ほっとスマイルサービス」の充実に努め
ます。

●身近な地域での見守り促進・住み良いまちづくりの増
進を目指すため「地域福祉推進員」の設置を拡大します。

●「ふれあいいきいきサロン」の実施により、地域の
高齢者や親子の見守り・支援等を行える仕組みづく
りに努めます。また、サロン未設置地区への働きか
けを行います。

●民生委員、地域福祉推進員や地域包括支援センター
等との連携のもと、高齢者や児童への虐待、悪徳商
法被害、生活困窮者問題等、多様な課題を抱える個
人・世帯の早期発見、社会的孤立の防止に向けた見
守りや、災害時避難行動要支援者名簿等の活用によ
る災害時の支援についての研修を行います。

●まるごと相談、司法書士相談、弁護士による無料法
律相談を実施するほか、市の相談事業とも連携し総
合相談・援助活動の充実に努めます。

●介護保険サービス事業者連絡会、障がい者福祉事業所
部会と連携し、災害時のネットワーク作りに努めます。

●災害時に備え地域住民・避難行動要支援者に対する
日頃の防災訓練、防災意識の向上を図ります。

●災害ボランティアセンター立ち上げのための訓練・
講習会の開催

●福祉課題解決に向けた取り組み事例や地域福祉活動
計画の進捗の報告等を地域福祉講演会で行います。
福祉サービス利用支援、生活困窮者対策事業
●日常生活自立支援事業

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判
断能力が十分でない方に、安心して自立した生活が
送れるよう福祉サービスの利用援助や日常的金銭管
理等を行います。

●生活困窮者自立支援事業
相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事
業、学習支援事業（ＹＥＬＬ）により、生活困窮世
帯が自立した生活ができるよう支援していきます。

●生活福祉資金貸付事業、法外援護資金貸付事業の実施
●一時生活支援事業を市より受託し、市営住宅の２室

を当会が借り上げ、住居のない生活困窮者で所得が
一定水準以下の方に対して、衣食住の提供を行います。
参加支援・ひきこもりサポート事業（さんぽみち）
●鳥羽市内のひきこもりの方に対し、社会との接点を

作り、支えあう仕組みつくりを構築します。地域の
ひきこもりの方の発見と支援、教育関係機関と連携
し、社会参加の場所作りや、サロンの創設を行います。
成年後見サポートセンター（ぬくもり）の運営、法人後見
●成年後見制度に関する相談支援や情報提供を行います。
●法人後見事業にも取り組み、弁護士等後見事業を行

う職能集団と連携しながら当会の受任が適当と認め
られた方について、成年後見人等をお受けし、地域
の対象者への支援を行います。
在宅福祉サービス事業

当会では、高齢者福祉、障がい者福祉事業を運営し、
離島への支援を重点的に行っています。利用者や家
族のニーズに応えるとともに、将来にわたり安定し
て事業を行うことができるよう、効率的・効果的な
経営に努めます。

●訪問入浴介護事業
●居宅介護支援事業
●介護予防施設しおさいの運営（神島）

令和5年度令和5年度 事 業 計 画
　今年度は、当会で運営してきた鳥羽市障害者福祉センターゆめぱーるにおいて生活介護事業を廃止し、施設
を市へ譲渡する事となりました。５年度は、市への施設譲渡手続き、ひだまりでの事業の統合を行い、より住
民に向けた福祉サービスを目指し、活動していきます。
　今年度は、現在の地域福祉活動、相談支援事業をより充実させ、下記の項目を重点目標とします。
　１．様々な福祉課題を解決するために関係機関と連携し、福祉課題解決に向けて社協としての総合的な支援

の向上を図ります。
　２．福祉の根幹である人権についての学習を行い、人を支える意味について学び、支援の在り方について学

びます。（支援対象となりうる外国人、ＬＧＢＴＱ＋等のマイノリティ理解を含む）
　３．働きやすい職場環境作りをめざしてメンタルヘルスの向上や、労働条件の向上に努めます。
　４．新たな自主財源の創設への工夫を重点目標として現状課題の検討、業務にあたります。
　高齢者、障がい者の支援は、もとより、「ＳＤＧｓ」の理念としての持続可能な社会作りの視点から、未来
を支える子ども達への福祉啓発、国際社会としての鳥羽市を考えるため、幅広い人権理解を視野に入れて業務
にあたり、職員、理事、評議員と一丸となって地域支援に取り組めるよう地域福祉に邁進させていただきます。

福祉ウェーブ
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お問い合わせ　 25－1188

行事カレンダー行事カレンダー6月6月5月・5月・ ※下記の行事は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点
から中止となる可能性があります。詳しくはお問い合
わせください。

あたたかい善意をありがとうございますあたたかい善意をありがとうございます

子育てをしているみなさんの仲間づくりとリフレッシュを目的に、子育てサロンを開催しています。お気軽にご参加ください。
会　場 開催日 時　間 対　　象

相 差 女 性 活 動 セ ン タ ー
　（ 相 差 子 育 て サ ロ ン ）　

 5 月 9 日㈫

10時～12時
子育て中の保護者の方と
そのお子さん

 6 月 6 日㈫

菅島コミュニティアリーナ２階
　（ 菅 島 子 育 て サ ロ ン ）　 毎週水曜日

桃 取 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー
　（ も も っ 子 サ ロ ン ）　 不 定 期 午 前 中

子育てサロン

司法書士、法律相談の相談時間はお一人様 30 分です。お電話にて事前にご予約ください。法律相談のご予約は相談日の
3 日前までにお願いします。また、まるごと相談は随時受け付けております。いずれの相談も無料で行っております。

種　類 開催日 時　間 内　　容

ま る ご と 相 談 平　　日  8 時30分～17時 地域の困りごと・介護・育児・障がい・ひきこもりなど複数の課
題に関する相談

司 法 書 士 相 談  5 月11日㈭ 13時～15時30分 財産相続・登記・遺言等に関する相談

法 律 相 談
 5 月25日㈭

13時30分～16時 弁護士による法律相談
 6 月22日㈭

総合相談案内
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。

　福祉ウェーブは、ボランティア団体「点訳・音訳
奉仕グループつのぶえの会」にご協力していただき、
テープ・ＣＤへ音訳をして視覚障がいの方に
福祉の情報をお届けしています。

編集・発行：社会福祉法人　鳥羽市社会福祉協議会
〒 517-0022　鳥羽市大明東町 2-5  
ＴＥＬ 0599（25）1188　ＦＡＸ 0599（25）1117
ホームページ　http://www.toba-shakyo.or.jp
メール soumu ＠ toba-shakyo.or.jp

寄　付
（福祉基金）南勢地区郵便局長会夫人会
　　　　　　 はまゆう会　様 100,000 円
　　　　　 匿　　名　様 1,692 円

（一般寄付）匿　　名　様 50,000 円
　　　　　 匿　　名　様 3,040 円

以下のとおりご紹介いたします。

　　　寄　贈　小林信行　様
子ども用マスク 46 袋・靴下 35 足

　　　　　　　ひじきの交流　　　　坂井憲明　様
　　　　　　　伊賀ひじきファーム　田中　勇　様

お米 50㎏

令和５年５月１日
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